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「３キュー子育てチケット」に係る主なスケジュール
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7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

さん 

【制度ＰＲ】 

 7/25 記者発表（知事会見） 

 8/1 彩の国だより８月号 

委託先決定 

【委託契約に係る検査・確認・支払】 

【事業効果検証】 

【管理システムの構築】 

【チケット・利用手引き等の作成】 

【8/30 チケット申請受付開始】 

【9月～ 問い合わせ対応】 

【事業報告】 

【制度ＰＲ】 

 チラシ配布、ポスター掲示、 

 広報紙への情報掲載等 

10/27～チケット配布 

【換金対応】 

8/30 出生届受付時等に申請書配布開

【問い合わせ対応】 

【委託業務の管理】 

【9月下旬～サービス提供事業者の開拓】 

【サービス提供事業者への説明・登録】 

9/12、9/19 説明会開催 

【問い合わせ対応（制度概要のみ）】 

資料１－１ 

委託契約締結 



「３キュー子育てチケット」の周知について 

 

 

【対象世帯へのチラシ配布】 

 平成２９年度に第３子以降の児童を出生した世帯のうち、チケットの申請受付

開始前（平成２９年４月１日～平成２９年８月３０日）に出生した世帯への当該

事業のチラシの配布について、各市町村が対応可能な方法をアンケートにて聴取。

結果は以下のとおり。 

 

① 対応済み（または対応可能）市町村 ５６市町村 

 

（対応例） 

  

 ★対象世帯をリストアップして各家庭へ郵送済み（予定含む）  １２市町村 

   （川越市、熊谷市、秩父市、三郷市※、幸手市、毛呂山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、 

    神川町、寄居町、宮代町  ※第３子を出生した世帯に限定せず郵送） 

 

 

 ★乳児家庭全戸訪問事業・乳幼児健診などで対象世帯へ配布済み １３市町村 

  （さいたま市、川口市、所沢市、東松山市、鴻巣市、深谷市、朝霞市、和光市、久喜市、 

    富士見市、坂戸市、吉川市、吉見町） 

 

 

 ★その他    ・   ・                 ３１市町村 

  ・他の事業の周知の際にチラシを同封（飯能市） 

  ・対象世帯のリストの提供が可能 

  ・県からチラシ・封筒等の提供があれば市町村から送付可能  など 

 

 

 

② 対応が困難と回答した市町村 ７市町村 

 

 

＜今後の周知の取組み＞ 

○ 業界団体への働きかけ等による周知を実施予定 

○ 市町村におかれましても更なる御協力をお願いしたい。 
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（困難な理由） 

 ・第３子以降の子どもを出生した世帯の抽出が不可能 

 ・市の個人情報保護条例に抵触するため 

 ・DVや特殊な事情による世帯分離等の要注意ケースの選別が難しい。 

 ・対象漏れがないかの確認等で事務負担が大きい 



市町村名 任意事業の概要（第３子以降の児童出生世帯を対象） 区分 

川越市  ３キュー子育てチケットに上乗せ（３万円分） 新規 

熊谷市  ブランケットなどの支給（約２千円相当） 既存 

行田市  お祝い商品セット引き換え券を配布（１万８千円相当） 既存 

秩父市  おむつ購入費助成（上限１万円） 新規 

加須市  ミルクなどの購入に使える商品券の配布（１万円相当） 既存 

八潮市  出産祝い金の支給（３万円） 新規 

日高市  おむつなど育児用品の支給（２万円分） 新規 

小鹿野町  出産祝い金の支給（１５万円 ← １０万円） 既存 

神川町  出産祝い金の支給（第３子３万円、第４子４万円、第５子以降５万円） 新規 

寄居町  出産祝い金の支給（５万円 ← １万円） 既存 

  ※ 他２市町村実施予定あり 

〈 平成３０年度実施検討市町村（７市町村） 〉 

  飯能市、鴻巣市、白岡市、伊奈町、横瀬町、長瀞町、東秩父村 

〈 平成３１年度以降（時期未定含む）実施検討市町村（４市町村） 〉 

  川口市、桶川市、蓮田市、毛呂山町 

実施予定市町村 １２市町村 ＋ 検討中市町村 １１市町村 ＝ ２３市町村 

市町村任意事業の実施状況 

〈 平成２９年度実施予定市町村（１２市町村） 〉 
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加須市 平成 28年度新規事業 「誕生記念祝事業」 

～すくすく元気に！ 生誕の記念に絆サポート券を贈呈～ 

 

 未来ある子どもの誕生を祝うとともに、すくすくと元気に育って、家族の絆を大切に加須市に

住んでよかった、そして今後の加須市の未来を担ってほしいという願いを込め、記念品（絆サポ

ート券）を贈呈するものです。 

 また、商工会との連携を通じ、地元消費の拡大、地域経済の活性化を図ります。 

 

■対象者・対象児童 

 ・対象児童を出産した方、またはその配偶者 

・平成 28年 4月 1日以後に出生し最初の住民基本台帳への登録が本市にされる子 

 

■記念品 

・絆サポート券 10,000円（500円券×20枚） 

有効期限（発行から 1年間） 

※絆サポート券：加須商工会が発券している商  

品券で、市内約６００店で利用できます。 

 

                   

■贈呈方法 

 ・児童手当や子育て支援医療費の申請手続きに来た対象者に、手続き後、直接手渡します。 

  

■予算（平成２９年度） 

  年間出生者数見込み 700人 × 10,000円 ＝ 7,000,000円 

  （平成２８年度実績）680人 × 10,000円 ＝ 6,800,000円 

 （子育て支援課・支所市民福祉健康課） 

 

 

平成２９年度拡充事業 「多子世帯学童保育料軽減事業」 

 兄弟姉妹が同時に放課後児童クラブを利用する場合、２人目の学童保育料を半額、３人目以降

の学童保育料を無料とし、複数の子どもを育てている家庭に対し経済的な支援を行います。 

 放課後児童クラブは、民営・公営は問いません。 

 

■軽減方法 

 ・公営放課後児童クラブ利用者 

  毎月の学童保育料を半額又は無料として実施 

・民営放課後児童クラブ利用者 

  公営放課後児童クラブの学童保育料軽減額を上限に、各放課後児童クラブへ補てん 

  （上限額：第２子 4,000円 第３子以降 8,000円） 

 

■拡充部分 

 ・第３子以降の学童保育料を半額から無料に拡充 

（子育て支援課・支所市民福祉健康課） 
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埼玉県飯能市 ０歳児おむつ無償化事業 
～赤ちゃんスマイル～ の取組 

1 
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０歳児おむつ無償化事業～赤ちゃんスマイル～ 
概 要 

2 

１ 目 的 

 赤ちゃんの健やかな成長を願い、飯能市が一体となって
子育てを応援するとともに、「女性と子どもにやさしいま
ち」を具現化するため、平成29年7月からスタートしまし
た。 

２ 本事業の２つの特長 

 ①年３回に分けてお渡しするクーポン券で経済的な負担 

  を軽減する。 

 ②親子と直接お話をする機会を増やすことで、子どもの 

  発育発達や保護者の育児の悩みなどに早期に対応し、 

  きめ細かい支援につなげていく。 



０歳児おむつ無償化事業～赤ちゃんスマイル～  
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4 支給内容 

 お子さん一人に対し、額面1千円のクーポン券を3回に分けて支給 

 

 

 

 

 

  ※転入してきたお子さんには、月齢に応じて月額４千円を支給 

３ 対 象 

 ０歳児の保護者等で市内に住所を有する方 

  ⇒申請者も保護者等に限定しています。 

回数 支給時期 支給場所 金額 

１回目 出生届のお手続き時 市役所子育て支援課 18,000円分 

２回目 乳児健診 保健センター 16,000円分 

３回目 ８か月児計測会（新設） 子育て総合センター 16,000円分 



飯能市赤ちゃんスマイルクーポン券 年額5万円分の算定基礎  

4 

２ その他 
 粉ミルク、おしり拭き等 

月齢 単価 1日の使用枚数 日数 計 

0か月～2か月 12円 10枚   90日 10,800円 

3か月～5か月 15円   9枚   90日 12,150円 

6か月～１歳 18円   8枚 180日 25,920円 

     合  計（年間の紙おむつ使用枚数 3,150枚） 48,870円 

１ 紙おむつ 



０歳児おむつ無償化事業 月齢別支給額一覧【転入者用】 
１０月転入 

支給額 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

前年 
１１月生まれ 

4,000 
１回目 
4,000円 

前年 
１２月生まれ 

8,000 
１回目 
8,000円 

同年 
１月生まれ 

12,000 
１回目 

12,000円 

同年 
２月生まれ 

16,000 
１回目 

16,000円 

同年 
３月生まれ 

20,000 
１回目 
4,000円 

計測会
16,000円 

同年 
４月生まれ 

24,000 
１回目 
8,000円 

計測会
16,000円 

同年 
５月生まれ 

28,000 
１回目 

12,000円 
計測会

16,000円 

同年 
６月生まれ 

32,000 
１回目 

16,000円 
計測会

16,000円 

同年 
７月生まれ 

36,000 
１回目 
4,000円 

乳健 
16,000円 

計測会
16,000円 

同年 
８月生まれ 

40,000 
１回目 
8,000円 

乳健 
16,000円 

計測会
16,000円 

同年 
９月生まれ 

44,000 
１回目 

12,000円 
乳健 

16,000円 
計測会

16,000円 

同年 
１０月生まれ 

48,000 
１回目 

16,000円 
乳健 

16,000円 
計測会

16,000円 

5 



飯能市赤ちゃんスマイルクーポン券 
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5 有効期限 
 満1歳の誕生日の前月末日まで 

6 対象の育児用品 
 ①紙おむつ 
 ②布おむつ 
 ③おむつカバー 
 ④おしり拭き 
 ⑤粉ミルク 
 ⇒５品目に限定しています。 

有効期限を入れて交付 



０歳児おむつ無償化事業～赤ちゃんスマイル～  
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７ 申請方法 

 対象となる保護者から、支給ごと
に「飯能市０歳児おむつ無償化事業
育児用品支給申請書」を提出いただ
き、クーポン券を交付します。 

【第１回目】出生届お手続き時（イメージ） 



０歳児おむつ無償化事業～赤ちゃんスマイル～  
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8 使用方法 

 市が指定した取扱店（市内店舗）において、対象となる育児用品を購入する 

 際に使用できます。 

 ⇒現在の指定取扱店 18店舗（市内のドラッグストア、ホームセンター、 

  呉服店など） 

 ⇒商工会議所へ協力依頼と直接店舗に出向いて登録のお願いを行いました。 

9 クーポン券の申請から使用までの流れ 

 



０歳児おむつ無償化事業～赤ちゃんスマイル～  
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10 指定取扱店における事務取扱い 

 ①クーポン券の適正な使用 

  対象となる育児用品5品目以外をクーポン券で販売しない。 

 ②クーポン券の有効期限の確認 

  有効期限を過ぎたクーポン券で販売した場合、市への請求 

  はできない。 

 ③クーポン券と販売額の差額 

  超過分は自己負担とし、下回る場合はおつりは出さない。 

 ④販売後の事務処理 

  クーポン券の裏面に「指定取扱店名」と「販売年月日」を 

  記載する。月ごとにまとめ翌月10日までに市に請求する。 



０歳児おむつ無償化事業～赤ちゃんスマイル～  
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11 予算規模（29年度予算） 

 飯能市一般会計 3民生費 2児童福祉費 1児童福祉総務費 

 【０歳児おむつ無償化事業】23,550千円 財源：一般財源 

節 細節・細々節 予算額（千円） 内容 

需用費 消耗品費 50 事務用品 

印刷製本費 500 クーポン券印刷 

扶助費 ０歳児おむつ等購入助成費 23,000 購入助成費 

 扶助費積算根拠 

 ・平成29年7月以降出生届分   6,810千円（月平均42人×９か月分） 

     〃     健診等分   2,690千円（平成29年7月～10月出生分） 

 ・   〃     転入分    1,500千円（転入児50人） 

 ・制度開始時０歳児分       12,000千円（29年度のみ） 



０歳児おむつ無償化事業～赤ちゃんスマイル～  
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12 利用状況、利用者の声 

対象人数 交付人数 交付額（千円） 請求額（千円） 利用率 

622人 619人 10,292 5,133 49.9% 

※申請期限切れ1件、申請辞退1件、未申請１件 

 ①利用状況 

  

平成29年10月31日現在  

 ②利用者の声 

  ○本当に助かります！ 

  ○（近隣市に在住している友達から）飯能市っていいなって言われました。 

  ×クーポンではなく、おむつの無料配達をすべき。 

  ×代理申請（祖父、祖母など）がなぜできないのか。 

   ⇒ ×のご意見に対しては、事業の趣旨を説明して理解を求めました。 


